












































働きながら仕事と家庭を両立しましょう！

★1歳に満たない子を養育するために、労働者は育児休業を取得できます。
出産した女性の場合は産後休業終了後、子が1歳に達するまでの間で本人が希望する期間取得できます。
男性の場合は出生日から取得できます。

※法律上の親子関係にある実子・養子はもちろん、特別養子縁組の監護期間中の子等であっても育児休業は取得できます。

＜1歳以降も取得できる場合＞
• パパ・ママ育休プラス・・夫婦ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月までの間取得できます。

• １歳６か月までの休業・・１歳の時点で保育所に入れない等の事情がある場合、１歳６か月まで取得できます。

• ２歳までの休業・・１歳6か月の時点でも保育所に入れない等の事情がある場合、2歳まで取得できます。

★対象労働者について、一定の要件があります。会社に確認してみましょう。
• 期間を定めて雇用されている方は、①入社1年以上であり、②子が1歳6か月以降も雇用関係が継続する者に限り、

休業を取得できます。
• 会社と労働者代表で労使協定を締結することにより、①入社1年未満、②育児休業申出から1年以内に雇用関係が

終了する者、③週の所定労働日数が2日以下の者、を休業の対象から除外することができます。
★育児休業の申出は、休業開始予定日の1か月前までに、書面で会社に申し出ることが必要です。

※育児休業給付金は賃金月額の６７％（休業開始から6か月経過後は５０％）相当額が支給されます。
社会保険料は労働者負担分・事業主負担分ともに免除されます。

育児休業

★3歳に満たない子を養育する労働者は、1日6時間の短時間勤務をすることができます。
※会社は、3歳に満たない子を養育する労働者が希望した場合に利用できる、一日の所定労働時間を原則として6時間とする

短時間勤務制度を就業規則等に規定しなければなりません。
取得したい場合は、規定化されているかどうか、会社の就業規則（育児休業等規定）を確認してみましょう。

★対象労働者について、一定の要件があります。会社に確認してみましょう。
会社と労働者代表で労使協定を締結することにより、①入社1年未満、②週の所定労働日数が2日以下の者、を短時間勤務の
対象から除外することができます。また、短時間勤務を行うことが困難な業務についても除外できます。

育児短時間勤務

★小学校就学の始期までの子を養育する労働者は、子の看護休暇を取得することができます。
・取得できるのは、子の負傷、疾病、または子の予防接種、健康診断の場合です。
・取得可能日数は、対象となる子が1人以上の場合は1年につき5日、2人以上の場合は1年につき10日です。
・子の看護休暇は、一日単位・半日単位、いずれでも取得できます。

★対象労働者について、一定の要件があります。会社に確認してみましょう。
会社と労働者代表で労使協定を締結することにより、①入社6か月未満、②週の所定労働日数が2日以下の者、を子の看護休暇
の対象から除外することができます。

★子の看護休暇取得時の給与については、法の定めがありませんので、会社の就業規則（育児休業等規定）を確認
してみましょう。

★3歳までの子を養育する労働者が利用できる制度
○所定外労働（残業）の免除

★小学校就学の始期までの子を養育する労働者が利用できる制度
○時間外労働の制限・・時間外労働を、1か月につき24時間、1年につき150時間に制限できる制度
○深夜業の制限・・深夜業（午後10時から翌朝5時まで）を免除する制度

※いずれも対象労働者について一定の要件があります。会社の規定を確認しましょう。

その他利用できる制度
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★要介護状態の家族を介護する労働者は、介護休業を取得できます。
・休業利用可能期間・・対象家族1人につき3回まで、通算して93日です。
・対象家族の範囲・・・配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

・対象家族が要介護状態かどうかの判断基準・・①介護保険の要介護度２以上、②①以外で一定の要件を満たすこと

★対象労働者について、一定の要件があります。会社に確認してみましょう。
• 期間を定めて雇用されている方は、①入社1年以上であり、②介護休業開始予定日から93日経過後6か月を経過

する日まで雇用関係が継続する者に限り、休業を取得できます。
• 会社と労働者代表で労使協定を締結することにより、①入社1年未満、②介護休業申出から93日以内に雇用関係

が終了する者、③週の所定労働日数が2日以下の者、を休業の対象から除外することができます。

★介護休業の申出は、休業開始予定日の2週間前までに、書面で会社に申し出ることが必要です。
※介護休業給付金は賃金月額の６７％相当額が支給されます。

介護休業

★要介護状態の家族を介護する労働者は、介護のための勤務時間短縮等の措置（※1）を利用できます。
※1 会社は、家族を介護する労働者が利用できるよう、以下のいずれかの制度を１つ以上規定化しなければなりません。

①短時間勤務制度 ②フレックスタイム制度 ③時差出勤制度 ④介護費用助成
★対象家族1人につき、最初の措置を利用した初日から3年間で、2回以上（※2）の利用が可能です。

※2 回数については、会社の規定により異なりますが、最低2回は利用できます。

取得したい場合は、どのような制度が規定されているか、会社の就業規則（介護休業等規定）を確認してみましょう。

★対象労働者について、一定の要件があります。会社に確認してみましょう。
会社と労働者代表で労使協定を締結することにより、①入社1年未満、②週の所定労働日数が2日以下の者、を勤務時間短縮
等の措置の対象から除外することができます。

介護のための勤務時間短縮等の措置

★要介護状態の家族を介護する労働者は、介護休暇を取得することができます。
・取得できるのは、対象家族の介護や、その他の世話（病院への送迎等）を行う場合です。
・取得可能日数は、対象家族が1人以上の場合は1年につき5日、2人以上の場合は1年につき10日です。
・介護休暇は、一日単位・半日単位、いずれでも取得できます。

★対象労働者について、一定の要件があります。会社に確認してみましょう。
会社と労働者代表で労使協定を締結することにより、①入社6か月未満、②週の所定労働日数が2日以下の者、を
介護休暇の対象から除外することができます。

★介護休暇取得時の給与については、法の定めがありませんので、会社の就業規則（介護休業等規定）を確認してみましょう。

介護休暇

★介護終了まで利用できる制度
○所定外労働（残業）の免除
○時間外労働の制限・・時間外労働を、1か月につき24時間、1年につき150時間に制限できる制度
○深夜業の制限・・深夜業（午後10時から翌朝5時まで）を免除する制度

※いずれも対象労働者について一定の要件があります。会社の規定を確認しましょう。

その他利用できる制度

仕事と介護の両立支援制度のイメージ

要介護状態

介護終了
(対象家族の死亡等)

介護休業① 介護休業② 介護休業③ ①＋②＋③＝93日

介護のための所定外労働の免除／時間外労働の制限／深夜業の制限（介護終了まで利用可能）

介護休暇 対象家族1人につき年5日、2人以上につき年10日、半日単位で取得

3年の間で少なくとも2回以上
所定労働時間の短縮等の措置 2回目

3年

このコーナーに記載された制度の内容が知りたい、取得できない等、相談したいことがある方は、

大阪労働局雇用環境・均等部 指導課（TEL:06-6941-8940)までご相談ください。
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